
独立行政法人通則法の監事の職務に関する主な条文（抜粋） 

 

（役員の職務及び権限） 

第十九条  

４  監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令

で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。  

５  監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求

め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  

６  監事は、独立行政法人が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当

該書類を調査しなければならない。  

一  この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書そ

の他の総務省令で定める書類  

二  その他主務省令で定める書類  

９  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大

臣に意見を提出することができる。  

 

（法人の長等への報告義務）  

第十九条の二  監事は、役員（監事を除く。）が不正の行為をし、若しくは当該行為をす

るおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する事

実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報

告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。  

 

（役員の任命）  

第二十条  

２  監事は、主務大臣が任命する。  
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（役員の報告義務）  

第二十一条の五  独立行政法人の役員（監事を除く。）は、当該独立行政法人に著し

い損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を

監事に報告しなければならない。  

 

（役員等の損害賠償責任）  

第二十五条の二  独立行政法人の役員又は会計監査人（第四項において「役員等」と

いう。）は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害

を賠償する責任を負う。  

２  前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。  

 

 （財務諸表等） 

第三十八条    

２  独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これ

に主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区

分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告

（次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人

にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。）を添付しなければならない。  

 

（監事に対する報告）  

第三十九条の二  会計監査人は、その職務を行うに際して役員（監事を除く。）の職務

の執行に関し不正の行為又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する重大な

事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。  

２  監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その

監査に関する報告を求めることができる。  




